
帝京短期大学 学長 殿 

 

 

同 意 書 

 

私は、帝京短期大学への入学に際し、下記の事項について同意いたします。 

 

記 

 

① こども性暴力防止法の施行日（令和 8年 12月 25日を予定）以降、実習を行う前に、 

法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があること。 

この手続を通じて特定性犯罪前科が確認された実習生については、児童対象性暴力

等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習を行うことはできないこと。  

② 実習を行うことができない場合は、帝京短期大学で以下の免許及び資格の取得要件を

満たすことができないこと。 

    ・養護教諭二種免許状 

  ・養護教諭一種免許状 

・幼稚園教諭二種免許状 

  ・保育士資格 

以 上 
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学生氏名               
印 


